
（資料１－３）活動原則実践検討シートR5.2.20

■

活動原則Ⅰ (3条1号) 公平性及び透明性を確保することにより、市民に信頼される議会を目指す
◎は議会基本条例

現在の姿／現状（ＡｓＩｓ） あるべき姿／理想の状態（ＴｏＢｅ）
■体制づくり
・議会運営委員会10人、常任委員会7人×4常任、特別委員会（広報10人・予算27
人・決算10人） ［議会事務局の体制８人（議事調査4人、庶務２人）］

■法令等遵守
・議会倫理条例制定（H23）
・議会基本条例制定（H24）

■危機管理
・市議会における災害発生時の対応要領策定（H26)

■主権者教育
・中学生を対象としたこども議会の開催：１回（R4)
・高校生・大学生：0回 ＊定数委で廿西高、日赤看護大学と意見交換（R4)

■議会活動の振り返り
・議会倫理条例・議会基本条例の見直し（R4）

■体制づくり
常に市民目線で、それぞれの地域、また廿日市市の実情に応じて、独自の工夫をし
ながら、議会と事務局が「チーム議会」として、責任感を持って活動できている。

■法令等遵守
法令や政治倫理をはじめとしたコンプライアンスを遵守し、社会からの要請に対応
できている。

■危機管理
大災害等の非常時でも、議会が有効に機能している。

■主権者教育
議会の存在意義と活動内容を知ってもらい、若年世代が政治や議会に関心を高める
活動が継続的、積極的にできている。

■議会活動の振り返り
議会全体で、定期的な活動の振り返りを行い、市民など外部への公表と結果の活用
を行うことができている。

問題（Ｇａｐ） 課題（Ａｃｔｉｏｎ） ▶▶具体的な取り組み・KPIの例

■体制づくり
・常任委員会は、合理的で議論しやすい人数か。
・広報広聴の体制は十分か。

■法令等遵守
・議会倫理条例や議会基本条例の考えが全議員に浸透しているか。

■危機管理
・現在のBCPで十分か。
・非常時の対応が明確になっているか。

■主権者教育
・議会から出向いた活動、中学生以外への取り組みが必要ではないか。

■議会活動の振り返り・評価
・議会活動の定期的な振り返りと、その仕組みはできているか。

■体制づくり
・常任委員会の数・人数の見直し ▶▶３常任・●人
・広報広聴特別委員会の体制の強化 ▶▶全員体制、部会設置（広報と広聴）
・議員間での活動量の平準化

■法令等遵守
・全議員での定期的な研修の実施 ▶▶倫理・基本条例の研修会 年１回

■危機管理
・議会版BCPのバージョンアップ、及びタブレット等を活用した想定訓練

▶▶訓練 年１回／講習 改選時

■主権者教育
・出前授業、高校生議会等の開催の検討 ▶▶年1回（高校５校、大学２校）

■議会活動の振り返り・評価
・成熟度評価モデルを用いた自己評価と分析 ▶▶議運４年に１回／常任2年に１回
・議会モニター制度の導入の検討

◎19条 議員は、政治倫理条例を規範とし、遵守しなければならない

◎12条 委員会は、所管事務の調査、議案、請願等の審査の充実・活性化を図り、市民に分かりやすい
議論に努め、その機能を十分に発揮しなければならない



（資料１－３）活動原則実践検討シートR5.2.20

■■

活動原則Ⅱ (3条2号) 市民の多様な意見をもとに政策立案及び政策提案を強化に努める
◎は議会基本条例

現在の姿／現状（ＡｓＩｓ） あるべき姿／理想の状態（ＴｏＢｅ）
■市民との対話
・議会報告会実施要綱制定（R4） ・議会報告会の開催：年１回、136人参加（R4）
・議会広報「さくら」の特集記事での取材：年4回
・各種団体との意見交換の開催：18回（R4定数委）
・請願1件、陳情44件（R4）

■政策立案・提言
・政策提言：１回（R4）
・政策立案等のための議員研修：0回（R4）

■能力向上
・研修会、勉強会の実施（議会、会派、個人）

■市民との対話
多様な方法で、議会と市民の接する機会が保証され、市民との意見交換の中で、多
様な意見が議案審議に反映されている。

■政策立案・提言 ■能力向上
議員間の討議により、機関意思の形成を意識した合意形成を実現し、議会独自の視
点に基づく政策を実現できている。

問題（Ｇａｐ） 課題（Ａｃｔｉｏｎ） ▶▶具体的な取り組み・KPIの例

■市民との対話
・市民アンケート調査結果

■政策立案・提言
・市民アンケート調査結果

■能力向上
・市民アンケート調査結果

■市民との対話
・出向いての意見交換会の実施
・オンライン・ＳＮＳの導入検討（調査研究・ルールづくり）
・請願・陳情の制度の周知

■政策立案・提言
・代表質問の強化
・政策提言のサイクルの確立 ▶▶例）各常任委員会で任期中に1つ以上

■能力向上
・相互評価の導入
・政策立案等のための勉強会の実施 ▶▶例）年１回

◎９条 議員の専門性を活かした政策立案・政策提言が行われている

◎16条 議員の政策立案等に係る能力の向上を図るため、議員研修を充実・強化する

◎６条 市民から提出された請願及び陳情を審査する場合、必要に応じて、提出者の意見を聴いている
◎７条 市民の意見を把握し、議会活動に反映させるための議会報告会が開催されている

問４ 議会や議員を身近に感じていない人の割合 82.6％

問５ 意見を聞いてもらえる議員が「０人」の人の割合 73.1％

問７ 意見や声を議会に反映してほしいと思う人の割合 67.7％

問９ 意見交換会への参加意向 66.1％

問12 議会や議員に要望を伝える機会や方法のニーズ
＊議員に個別相談 23.2％ ＊意見交換会 21.0％ ＊議会ＨＰへの投稿 14.8％
＊議会報告会 7.5％ ＊議会SNSへの投稿 5.1％ ＊請願・陳情 3.8％

問14 議会はどのような改革に取り組むべきか ２位 意見交換・意向調査 32.4％

問14 議会はどのような改革に取り組むべきか ４位 政策提言機能 24.0％・

問13 議員に求めるもの ４位 政策に関する専門的知識 26.3％



（資料１－３）活動原則実践検討シートR5.2.20

■■■

活動原則Ⅲ (3条３号) 情報公開に取り組むとともに市民に対して説明責任を果たす
◎は議会基本条例

現在の姿／現状（ＡｓＩｓ） あるべき姿／理想の状態（ＴｏＢｅ）
■広報広聴
・議会広報さくらの発行：年４回、発行部数約49,000／回
・マスコミの活用：中国新聞、FMはつかいち＊特別委で市民ｱﾝｹｰﾄ実施告知（R4）

■情報公開と説明責任
・本会議の中継配信
録 画：H23.6定例会～、アクセス数12,946件（R4）
ライブ：H29.6定例会～、アクセス数 9,998件（R4）
手話通訳同時配信：R3.6定例会～

・委員会の中継配信 なし
・議会傍聴者：295人（R4）
・市議会の個人情報の保護に関する条例制定（R4）

■広報広聴 ■情報公開と説明責任
多様なツールを使用して、分かりやすい広報広聴や情報公開を行うことで、説明責
任を果たしている。

問題（Ｇａｐ） 課題（Ａｃｔｉｏｎ） ▶▶具体的な取り組み・KPIの例

■広報広聴
・市民アンケート調査結果

・広報紙は紙面に限りがあり、情報を伝え切れていない
・発行が四半期に１回のため、情報がタイムリーではない
・動画や議事録の存在の周知不足
・世代によって情報へのアクセス方法（ニーズ）が異なる

■情報公開と説明責任
・議会HPの充実
・意見や要望のフィードバックは十分にできているか。

■広報広聴
・議会広報「さくら」の改善
議会広報の住民目線での改訂
議会広報モニター制度の導入検討 ▶▶20人/1年 or 2年

・マスコミの活用
ＦＭはつかいちの活用、議会番組の開設 ▶▶週1回

・議員と市民との接触頻度の増加 ▶▶議会報告会の回数増

・オンライン・SNSの導入検討

■情報公開と説明責任
・議会HPで市民が知りたい情報を分かりやすく公開
・委員会中継の配信検討

◎6条 市民に対して積極的にその有する情報を発信し、説明責任を果たしている
◎8条 諸活動に関して積極的な広報広聴活動に努め、市民に開かれた議会となっている

問13 情報を届けるために改善してほしいこと
・ ＊１位 議会広報「さくら」 30.5％ ＊２位 マスコミの活用 26.5％

＊３位 わからない 25.7％ ＊４位 議員と市民との接触頻度 19.7％
＊５位 議員個人発行の広報紙 15.0％ ＊６位 議会報告会 12.7％
＊７位 議会ホームページ 11.9％
＊



（資料１－３）活動原則実践検討シートR5.2.20

■■■■

活動原則Ⅳ (3条4号) 市長等執行機関を監視し、評価する
◎は議会基本条例

現在の姿／現状（ＡｓＩｓ） あるべき姿／理想の状態（ＴｏＢｅ）
■調査研究・資源の活用➡議案審査
・専門家からの意見聴取：0回（R4）
・議員全員協議会：13回（R4） ・４常任委員会：34回（R3）

■議員間の討議
・公聴会の開催：0回、参考人の招致：0回（R4）

■政策評価、予算・決算との連動
・予算特別委員会：11回（R3） ・決算特別委員会：4回（R3）

■議決事件の拡大検討
・議決事件拡大の検討：0回

■調査研究・資源の活用➡議案審査 ■議員間の討議
調査・研究の結果を活用した議会独自の視点で、十分な議員間討議と議案審査がで
きている。

■政策評価、予算・決算との連動
決算時に、総合計画の体系をふまえて、政策の評価を行い、その結果を予算審議時
にも反映している。
■議会事件の拡大検討
必要時、積極的に議決事件の拡大を検討している。

問題（Ｇａｐ） 課題（Ａｃｔｉｏｎ） ▶▶具体的な取り組み・KPIの例

■調査研究・資源の活用・議案審査
・市民アンケート調査結果

・委員会としての独自調査は十分に行えているか。
・全員協議会はチェック機能が十分に果たせているか。
・総合計画など分野を横断する事案は、単独での審議で十分なのか。

■議員間の討議
・委員間討議により論点の明確化、合意形成が行われているか。

■政策評価、予算・決算との連動
・政策評価は、決算審査の結果、次年度予算審議と連動して行えているか。

■議決事件の拡大検討
・介護計画など大きな政策案件は、議会で議決する仕組みが必要ではないか。

■調査研究・資源の活用・議案審査
・議員全員協議会のあり方の見直し
・横断的事案の審議方法（連合審査）の見直し
・学識経験者等の外部人材の活用と専門調査の実施

■議員間の討議
・公聴会・参考人制度の積極的な活用

■政策評価、予算・決算との連動
・政策評価、予算審議と決算審議の連動サイクルの確立

■議決事件の拡大検討
・議決事件拡大を議論するための仕組みづくり

◎９条 市長等と常に緊張感ある関係を保持し、市長等事務執行の監視及び評価が行えている
◎10条 市長が提案する重要な施策について、議会審議を通じて政策水準を高めることに資するための説

明を求め、政策を執行した後に、その政策評価に資する審議が行えている
◎11条 議会の議決すべき事件については、拡大に向け、議会の監視機能の必要性と市長の政策 執行上の

必要性を考慮の上、別に定めている

◎17条 学識経験者や専門的事項に関する調査を積極的に活用し、議案の審査・市の事務を調査してい
る

◎６条 公聴会制度、参考人制度を活用することにより、市民の専門的又は政策的識見等を
議会の討論に反映させている

問14 議会はどのような改革に取り組むべきか １位 行政運営のチェック機能 37.1％


